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１．燕市障がい者基本計画・第８期燕市障がい福祉計画・第４期燕市障がい児福祉計画策定の方向性について

【策定の方向性】
障害者総合支援法・児童福祉法の一部改正や発達障害者支援法の一部改正、障がいを理由とする差別の解
消の推進に係る法律の一部改正、成年後見制度利用促進法の施行など、障がい児・者を取り巻く環境は変化し
ています。
そのような環境において、燕市では 「障がい者基本計画・第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画」
を策定し、障がいのある人も安心して暮らせる地域づくりに向け取組を続けているところですが、次年度で最
終年度を迎えます。そのため、次期計画について、国の指針を踏まえつつ燕市の現状に即した計画策定を図り
ます。

【策定体制イメージ】

自立支援
協議会
（全体会）

運営会議

社会福祉課
子育て応援課

原案提出

原案協議

※策定体制は、運営会議・社会福祉課・子育て応援課で計画案
を協議し、全体会に提出することを基本とします。
全体会提出基本パターンは
①アンケート調査結果に基づく計画素案
②計画案中間報告
③計画案最終報告
④重要事項等の協議

【スケジュール】

※令和８年度の自立支援協議会（全体会）の開催
数は３～４回を予定しており、計画案について
も協議をする予定です。

※主なスケジュールは、あくまで予定ですが右記
のとおりとなります。

※各専門部会においても、成果目標・活動指標等
の協議を行います。

月 主なスケジュール 【主な協議題】

（R7.2）
（ ❶全体会 【アンケート調査案】 ）
※調査内容に変更が生じた場合は協議

R8.7 ❷全体会 【現計画中間評価、次期計画案】

10 ❸全体会 【計画素案】

12 ※議会報告

12中 ※パブリックコメント実施

R9.1 ❹全体会 【計画案最終報告】

2末 ※市長報告、議会報告 １



２．燕市障がい者基本計画・第８期燕市障がい福祉計画・第４期燕市障がい児福祉計画の趣旨と位置づけ

区 分 燕市障がい者基本計画 燕市障がい福祉計画 燕市障がい児福祉計画

根拠法
障害者基本法
（第11条第3項）

障害者総合支援法
（第88条第1項）

児童福祉法
（第33条の20第1項）

所管
省庁

内閣府 厚生労働省 厚生労働省

計画の趣
旨

（位置づ
け）

市町村における障がいのある人
の状況等を踏まえ、当該市町村
における障がいのある人のため
の施策に関する基本的な計画
（→基本計画）

障がい福祉サービス、相談支援並
びに地域生活支援事業の提供体
制を確保するための計画
（→ 実施計画）

障害児通所支援及び障害児相談支
援の提供体制を確保するための計
画
（→ 実施計画）

計画
期間 令和 ９ 年度 ～ 令和 １１ 年度 （３年）

策定
方法

上記３つの計画を一体的に策定します。

２



３．国の成果目標及び活動指標（案） ※【参考資料】厚生労働省 R７.12.8第153回社会保障審議会障害者部会
第17回こども家庭審議会障害児支援部会 資料1-1抜粋

３



４



４．第８期燕市障がい福祉計画・第４期障がい児福祉計画障がいのある人の状況についての表記について

【燕市 現計画】 【他市の状況】

５

【各手帳の障がいのある人の状況について】
現計画では各手帳の所持者数を18歳未満、18歳以上65歳未満、65歳以上で分類し、表記しています。
令和５年12月議会において、年齢分類を細分化してはどうかというご意見をいただいたことから、次期計画つ
いて、年齢分類の細分化について検討します。

20市中12市が年齢分類あり

上越市・十日町市・糸魚
川市・阿賀野市・燕市

18歳未満、18歳以上65歳未満、65歳以上

村上市・南魚沼市 18歳未満、18歳以上

佐渡市 18歳未満、65歳以上

長岡市 18歳未満、18・19歳、各年代ごと、65歳以上

三条市 18歳未満、18～39歳、40～64歳、65歳以上

見附市
6歳未満、6～17歳、18～29歳、30～49歳、
50～69歳、70歳以上

妙高市 18歳未満、18～24歳・・・、85～94歳、95歳以上

【次期計画に向けた検討】

年齢分類のパターン ご意見等

１ 18歳未満、18歳以上65歳未満、65歳以上（現計画）

２ 18歳未満、18～39歳、40～64歳、65歳以上

３ 各年代ごと



５．アンケート調査（案）について

６

前回アンケート調査

調査結果の推移を参考に計画立てをする必要があることから、基本的に前回調査項目を踏襲す
ることとしますが、燕市独自項目として「住まいに関する困り事」、「高次脳機能障がいに関する事」、
「差別解消に関する事」について調査項目を追加したいと考えます。

◎ 変更あり

□ 調 査 目 的 前回と同じ
□ 調 査 内 容
●調 査 月 令和8年7月
●調査基準日 令和8年６月１日
●調査対象者 前回と同じ

（約１，０００人）
●回 収 方 法 郵送による配布・回収

WEB回答を追加
□ 調 査 項 目 追加
「住まいに関する困り事」
・・・住まいに関する関心の高まりに対する支援ニーズの把握
「高次脳機能障がいに関する事」
・・・法律施行に伴い、具体的な支援ニーズの把握
「差別解消に関する事」
・・・設問数の追加

調査方法（案）


